
坂井市地域公共交通会議財務規程 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、坂井市地域公共交通会議（以下「会議」という。）の財務及び会計処理に

関し、必要な事項を定める。 

（予算） 

第２条 会議の予算は、坂井市からの負担金、国からの補助金、繰越金及びその他の収入をも

って歳入とし、地域公共交通計画の策定、変更及び実施に要する経費をもって歳出とする。 

２ 会議の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終了する。 

３ 会議の会長（以下「会長」という。）は、毎会計年度予算を調製し、会議に諮るものとする。 

（予算の補正） 

第３条 会長は、会計年度の途中において、既定予算に補正の必要が生じたときは、これを調

製し、速やかに会議に諮るものとする。 

（予算区分） 

第４条 歳入予算の款、項及び目の区分は、別表第１のとおりとする。 

２ 歳出予算の款、項及び目の区分は、別表第２のとおりとする。 

３ 当該年度において臨時かつ特別な理由があるときは、別表第１及び別表第２に定めるもの

以外の項及び目を定めることができる。 

（予算の流用及び予算費の充用） 

第５条 歳出予算の流用及び予備費の充用は、坂井市の例によるものとする。 

２ 会長は、前項の規定により歳出予算の流用または予備費の充用をしたときは、次回の会議

の会議において報告しなければならない。 

（出納及び現金等の保管） 

第６条 会議の出納は、会長が行う。 

２ 会議に属する現金等は、銀行その他の金融機関に預け入れることとする。 

（会議出納員） 

第７条 会長は、会議の庶務を処理する者のうちから会議出納員を命ずることができる。 

２ 会議出納員は、会長の命を受けて、会議の出納その他会計事務をつかさどる。 

（収入及び支出の手続き） 

第８条 会議出納員は、次の各号に定める帳簿書類を備え、出納の管理を行うものとする。 

（１）予算及び決算書類 
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（２）会計帳簿及び会計伝票 

（３）証ひょう（領収書その他会計伝票の正当性を立証する書類をいう。以下同じ。） 

（４）その他必要な書類 

２ 前項各号に定める帳簿書類の様式は、会長が別に定める。 

（帳簿書類の保存） 

第９条 前条に定める帳簿書類の保存期間は、当該会計年度の翌年度から５年とする。ただし、

行政負担金を受けて実施する事業に係る前条に定める帳簿書類については、国又は地方公共

団体が定める保存期間とする。 

（会計伝票） 

第１０条 一切の取引に関する記帳整理は、会計伝票により行うものとする。 

２ 会計伝票は、証ひょうに基づいて作成し、証ひょうとともに保存される。 

３ 会計伝票は、作成者が押印した上で、会議出納員の承認印を受けなければならない。 

（決算） 

第１１条 会長は、毎会計年度終了後、遅滞なく、会議の決算を調製し、会議の承認を得るもの

とする。 

 （監査） 

第１２条 会議に監事を１名置き、委員の中から会長が指名する。 

２ 会議の出納監査は、監事によって行う。 

３ 会長は、前条の承認を得るにあたっては、監事の監査を受け、その結果を添えなければな

らない。 

 （会議が解散した場合の措置） 

第１３条 会議が解散した場合には、会議の収支は、解散の日をもって打ち切り、会長であっ

た者がこれを決算する。 

（その他） 

第１４条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、会長が会議に

諮って定める。 

附 則 

この規程は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 

 



別表第１（第４条関係） 

歳入予算の款、項及び目の区分 

款 項 目 

１ 負担金 １ 負担金 １ 負担金 

２ 補助金 １ 補助金 １ 補助金 

３ 繰越金 １ 繰越金 １ 繰越金 

４ 諸収入 １ 諸収入 １ 雑入 

 

別表第２（第４条関係） 

歳出予算の款、項及び目の区分 

款 項 目 

１ 運営費 
１ 会議費 １ 会議費 

２ 事務費 １ 事務費 

２ 事業費 １ 事業費 １ 事業費 

３ 予備費 １ 予備費 １ 予備費 
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○坂井市地域公共交通会議設置要綱 

平成１８年１１月３０日 

告示第４１９号 

（設置） 

第１条 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成１９年法律第５９号）及

び道路運送法施行規則（昭和２６年運輸省令第７５号）の規定に基づき、地域にお

ける需要に応じた住民生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増

進を図り、地域の実情に即した輸送サービスを実現するため、坂井市地域公共交通

会議（以下「交通会議」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 交通会議は、次に掲げる事務を行う。 

（１） 地域公共交通計画の策定、変更及び実施に関すること。 

（２） 本市の公共交通政策の推進に関すること。 

（３） 本市の実情に応じた旅客輸送に関すること。 

（４） 旅客の利便の増進に関すること。 

（５） 市の運営有償運送に関すること。 

（６） 前５号に掲げるもののほか、地域公共交通に関し市長が必要と認める事項

に関すること。 

（組織） 

第３条 交通会議は、委員３０人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

（１） 住民の代表者 

（２） 関係行政機関の代表者 

（３） 鉄道事業者の代表者 

（４） 一般乗合旅客自動車運送事業者の代表者 

（５） 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体の代表

者 

（６） 学識経験者 

（７） 市職員 

（８） その他交通会議が必要と認める者 

（委員） 

第４条 委員の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠

委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 会議には会長を置き、委員の互選によってこれを定める。 

３ 会長は、会務を総理し、会議を代表する。 

４ 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。 

（会議） 

第５条 交通会議の会議（以下「会議」という。）は、必要に応じ会長が招集する。 

２ 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。 
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３ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するとこ

ろによる。 

４ 会議は、必要に応じて委員以外の者の出席を求めることができる。 

５ 会議は、原則として公開とする。 

（庶務） 

第６条 交通会議の庶務は、生活環境部公共交通対策課において処理する。 

（その他） 

第７条 この告示に定めるもののほか、交通会議に関する必要な事項は、会長が交通

会議に諮って定める。 

附 則 

この告示は、平成１８年１２月１日から施行する。 

附 則（平成２２年４月３０日告示第８０号） 

この告示は、平成２２年５月１日から施行する。 

附 則（平成２８年４月１日告示第１０４号） 

この告示は、公布の日から施行する。 

附 則（令和２年４月１日告示第１４０号） 

この告示は、公布の日から施行する。 

附 則（令和３年３月２４日告示第６９号） 

この告示は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則（令和５年３月２４日告示第１２９号） 

この告示は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則（令和５年１２月１日告示第２８８号） 

（施行期日） 

１ この告示は、令和５年１２月１日から施行する。 

（坂井市地域公共交通活性化協議会設置要綱の廃止） 

２ 坂井市地域公共交通活性化協議会設置要綱（平成３１年坂井市告示第７２号）

は、廃止する。 

 


